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　子
ど
も
の
好
き
な
方
、
育
児
経
験

の
あ
る
方
、
何
か
し
て
み
た
い
方
！

あ
な
た
の
余
暇
や
得
意
な
こ
と
を
生

か
し
て
地
域
の
子
育
て
の
応
援
に
参

加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

●
大
磯
町
保
育
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　町
の
事
業
や
健
診
に
参
加
す
る
方

の
お
子
さ
ん
（
未
就
学
児
）
を
お
預

か
り
し
保
育
し
ま
す
。

●
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン

タ
ー
（
援
助
会
員
）

　町
内
に
在
住
す
る
お
子
さ
ん
（
生

後
３
か
月
〜
小
学
校
６
年
生
ま
で
）

に
対
す
る
保
育
支
援
を
行
い
ま
す
。

・
自
宅
で
の
お
預
か
り

・
塾
へ
の
送
迎

　な
ど

※

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の
詳
細
は
お
問

　い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　こ
の
制
度
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
等

で
お
子
さ
ん
を
養
育
し
て
い
る
方
と

そ
の
お
子
さ
ん
の
医
療
費
の
自
己
負

担
額（
入
院
時
食
事
負
担
金
を
除
く
）

を
助
成
す
る
制
度
で
す
。

▼
対
象
と
な
る
方

　次
に
該
当
す
る
お
子
さ
ん
及
び
そ

の
お
子
さ
ん
を
ひ
と
り
で
養
育
し
て

い
る
方

・
18
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の

　３
月
31
日
ま
で
の
お
子
さ
ん

・
20
歳
未
満
で
一
定
の
障
が
い
が
あ

　る
お
子
さ
ん

・
20
歳
未
満
で
高
等
学
校
等
に
在
学

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度
の
ご
案
内

「子育て世帯臨時特例給付金」は、
申請期限が迫っています！

11月30日（月）までに申請を！！

・日　時　11月16日（月）14:00～16:00
・場　所　保健センター研修室
・内　容　小児看護　～子どもに起こりやす
　　　　　い病気とその対処方法～
・講　師　東海大学准教授　和田　久美子氏
・申込み　不要
・参加費　無料

　対象となる方は期限までに必ず申請してくださ

い。申請期限後の申請は、給付金が受けられなく

なりますのでご注意ください。記入方法などが分

からない場合は、お問い合わせください。

　※公務員以外の方は、「児童手当・特例給付現

　　況届」の裏面が子育て世帯臨時特例給付金の

　　申請書欄となっています。現況届が未提出の

　　方は、給付金の支給審査ができないため、現

　　況届を至急ご提出ください。

　※公務員の方は、職場から申請書および児童手

　　当受給状況証明書が交付されますので、必要

　　事項等を記入し、申請期限内にご提出をお願

　　いします。

　なお、「臨時福祉給付金」の申請期限は、平成

28年1月18日(月)までです。

　・　

・「子育て世帯臨時特例給付金」

　　子育て支援課　☎内線305

・「臨時福祉給付金」

　　福祉課　☎内線303

地域の子育ての応援に
参加しませんか？

研修会も実施します！

地域の子育ての応援に
参加しませんか？

研修会も実施します！

●
子
育
て
に
係
わ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

等
研
修
会
参
加
者
募
集
！

　現
在
、
保
育
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
フ

ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

の
会
員
等
で
な
い
方
も
参
加
で
き
ま

す
。
興
味
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

　
　子
育
て
支
援
課

　

　☎
内
線
３
０
５
・
３
０
６

　フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン

タ
ー
に
つ
い
て
は
、
子
育
て
支
援
総

合
セ
ン
タ
ー

　☎
（
71
）
３
３
７
７

問

・日　時　11月16日（月）14:00～16:00

～研修会日程～～研修会日程～

　し
て
い
る
お
子
さ
ん

▼
次
の
い
ず
れ
か
に
あ
て
は
ま
る
方

　は
、
該
当
し
ま
せ
ん
。

・
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
な
い

・
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る

・
お
子
さ
ん
が
児
童
福
祉
施
設
や
里

　親
に
預
け
ら
れ
て
い
る

・
障
害
者
医
療
費
給
付
事
業
対
象
者

▼
所
得
制
限

　父
・
母
ま
た
は
養
育
者
、
同
居
の

扶
養
義
務
者
の
所
得
に
よ
り
判
定
を

し
ま
す
。
ま
た
、
申
請
月
に
よ
り
判

定
す
る
所
得
の
対
象
年
度
も
異
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
健
康
保
険
証
（
受
給
者
と
子
）

②
印
か
ん

※

父
・
母
ま
た
は
養
育
者
、
同
居
の

　扶
養
義
務
者
の
所
得
証
明
書
が
必

　要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。（
児
童
扶

　養
手
当
該
当
者
は
不
要
。）

▼
現
況
届
の
提
出

　医
療
証
の
有
効
期
限
は
、
毎
年
12

月
31
日
ま
で
で
す
。
現
在
医
療
証
の

交
付
を
受
け
て
い
る
方
は
、
11
月
中

に
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
　子
育
て
支
援
課 

　☎
内
線
３
０
６

問

問 申

確認じゃ


